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大学図書館と著作権
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本日の内容

① 若干の視野拡大

② 課題の再整理

③ 種々団体との交渉

④ 最近の話題と今後



①若干の視野拡大
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概念図

<= 無許諾で著作物を
利用できる範囲 =>

<= 著作物の利用に
許諾が必要な範囲 =>

<= 法律が想定していない範囲 =>





某国立大学図書館の利用規則

(資料の利用の制限)

第n条 館長は，次に掲げる図書館資料については，その利用を制限するこ
とができる。

(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成13年法律
第140号) 第5条第1号及び第2号に掲げる情報 (個人の情報に係る部分
等) が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されて
いる部分

(2) 図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に，
公文書等の管理に関する法律 (平成21年法律第66号) 第2条第7項第4
号に規定する法人その他の団体又は個人から寄贈され，又は寄託され
たものであって，当該期間が経過していないもの

(3) 図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損又はその
汚損を生じるおそれがあるもの
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歴史資料等保有施設として指定した施設
(独立行政法人の施設)

公文書等の管理に関する法律施行令第5条第1項第4号の規定に基づき歴
史資料等保有施設として内閣総理大臣が指定した施設

(令和元年5月15日現在: 454施設)

「歴史資料等保有施設として指定した施設 (独立行政法人の施設)」
(https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/kikan/010515dopou4.pdf)



特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の
制限及び発信者情報の開示に関する法律

（定義）

第2条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定
めるところによる。

一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気
通信 (電気通信事業法 (昭和59年法律第86号) 第2条第1号に規定す
る電気通信をいう。以下この号において同じ。) の送信 (公衆によって
直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。) をいう。

二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備 (電
気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。) をいう。

三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を
媒介し，その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。

四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録
媒体 (当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるも
のに限る。) に情報を記録し，又は当該特定電気通信設備の送信装置
(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限
る。) に情報を入力した者をいう。
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②課題の再整理
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(大学) 図書館から見たいくつかの問題点
● 第31条第1項に関して著作物の「一部分」を超える複製の要求が一定数

ある

●第31条第1項に関して「発行後相当期間」を経過していない刊行物に掲
載された著作物の「一部分」を超える複製の要求が一定数ある

●第31条第1項では利用者が自ら複製することは認められないとされてい
るが大学図書館に設置されているコピー機はコイン式等が大半である

● 第31条第1項により複製した複製物の提供手段として電話回線やコン
ピュータ回線での送信の要求が一定数ある

● 法解釈では第31条第1項の複製対象となりうるのは複製を行う図書館の
所蔵資料のみであるが他館から借り受けた資料に対する複製の要求が
一定数ある

● 第38条第5項に関して大学図書館は政令指定されておらず交渉の席に
つけない状況にある

● かつての電子図書館や機関リポジトリのほかオープンサイエンスやオー
プンデータを積極的に展開するには新たな制度を整備する必要がある





③種々団体との交渉
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④最近の話題と今後
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(現行) 学校その他の教育機関における複製等

第35条 学校その他の教育機関 ( [略] ) において教育を担任する者及び授
業を受ける者は，その授業の過程における使用に供することを目的とす
る場合には，必要と認められる限度において，公表された著作物を複製
することができる。ただし，当該著作物の種類及び用途並びにその複製
の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合
は，この限りでない。

2 公表された著作物については，前項の教育機関における授業の過程に
おいて，当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若し
くは複製物を提供し，若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第
38条第1項の規定により上演し，演奏し，上映し，若しくは口述して利用す
る場合には，当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を
同時に受ける者に対して公衆送信 ( [略] ) を行うことができる。ただし，当
該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者
の利益を不当に害することとなる場合は，この限りでない。

「著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文」 (http://www.mext.go.jp/b_menu/
houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/23/1401718_004.pdf)



28

(改正案) 学校その他の教育機関における複製等
第35条 学校その他の教育機関 ( [略] ) において教育を担任する者及び授
業を受ける者は，その授業の過程における利用に供することを目的とす
る場合には，その必要と認められる限度において，公表された著作物を
複製し，若しくは公衆送信 ( [略] ) を行い，又は公表された著作物であって
公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただ
し，当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製，
公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することと
なる場合は，この限りでない。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には，同項の教育機関を設置す
る者は，相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 前項の規定は，公表された著作物について，第1項の教育機関における
授業の過程において，当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をそ
の原作品若しくは複製物を提供し，若しくは提示して利用する場合又は当
該著作物を第38条第1項の規定により上演し，演奏し，上映し，若しくは口
述して利用する場合において，当該授業が行われる場所以外の場所にお
いて当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには，適用し
ない。

「著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文」 (http://www.mext.go.jp/b_menu/
houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/23/1401718_004.pdf)



29

著作物の教育利用に関する関係者フォーラム

● 改正された著作権法の趣旨に基づき，教育において，より円滑に著作
物を利用できる環境を，速やかに実現するための議論を行うことを目的
とする。

● 2018年度は総合フォーラムと4つの専門フォーラム (「教育利用の補償
金の支払等について」「教育現場における著作権に関する研修や普及
啓発等について」「著作権法の解釈に関するガイドラインについて」「補
償金制度を補完するライセンス環境について」) を設置し，それぞれ3回
(ただし，専門フォーラムの「教育利用の補償金の支払等について」は1
回追加) の全16回の会議が行われた。

● 2019年度はフォーラムが一本化されている。

「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」 (https://forum.sartras.or.jp/)
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授業目的公衆送信補償金等管理協会

● 2019年1月設立

● 主な事業は，著作権法第104条の13第1項に基づき文化庁長官に認可
を求める補償金の額の決定，徴収及び配分その他補償金を受ける権利
の行使に関する事業

● Society for the Administration of Remuneration for Public Transmission
for School Lessons : SARTRAS

● 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム事務局

「授業目的公衆送信補償金等管理協会」 (https://sartras.or.jp/)
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(改正前) 複製権の制限により
作成された複製物の譲渡

第47条の10 第31条第1項 (第1号に係る部分に限る。以下この条において
同じ。) 若しくは第3項後段， [略] 第35条第1項 [略] の規定により複製する
ことができる著作物は，これらの規定の適用を受けて作成された複製物
(第31条第1項若しくは第3項後段，第35条第1項，第36条第1項又は第42
条の規定に係る場合にあっては，映画の著作物の複製物 (映画の著作物
において複製されている著作物にあっては，当該映画の著作物の複製物
を含む。以下この条において同じ。) を除く。) の譲渡により公衆に提供す
ることができる。ただし，第31条第1項若しくは第3項後段， [略] 第35条第1
項 [略] の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物 (第31条第1項
若しくは第3項後段，第35条第1項又は第42条の規定に係る場合にあって
は，映画の著作物の複製物を除く。) を，第31条第1項若しくは第3項後段，
[略] 第35条第1項 [略] に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する
場合は，この限りでない。

「著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文」 (http://www.mext.go.jp/b_menu/
houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/23/1401718_004.pdf)
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(現行) 複製権の制限により
作成された複製物の譲渡

第47条の7 [略] 第31条第1項 (第1号に係る部分に限る。以下この条におい
て同じ。) 若しくは第3項後段， [略] 35条第1項 [略] の規定により複製する
ことができる著作物は，これらの規定の適用を受けて作成された複製物
(第31条第1項若しくは第3項後段，第36条第1項又は第42条の規定に係る
場合にあっては，映画の著作物の複製物 (映画の著作物において複製さ
れている著作物にあっては，当該映画の著作物の複製物を含む。以下こ
の条において同じ。) を除く。) の譲渡により公衆に提供することができる。
ただし， [略] 第31条第1項若しくは第3項後段， [略] 35条第1項 [略] の規定
の適用を受けて作成された著作物の複製物 (第31条第1項若しくは第3項
後段又は第42条の規定に係る場合にあっては，映画の著作物の複製物
を除く。) を [略] 第31条第1項若しくは第3項後段， [略] 35条第1項 [略] に定
める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合 [略] は，この限りでな
い。

「著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文」 (http://www.mext.go.jp/b_menu/
houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/23/1401718_004.pdf)
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(改正前) 視覚障害者等のための複製等

第37条 [略]

2 [略]

3 視覚障害その他視覚による表現の認識に障害のある者 (以下この項
[略] において「視覚障害者等」という。) の福祉に関する事業を行う者で政
令で定めるものは，公表された著作物であって，視覚によりその表現が認
識される方式 ( [略] ) により公衆に提供され，又は提示されているもの
( [略] 以下この項 [略] において「視覚著作物」という。) について，専ら視覚
障害者等で当該方式によっては当該視覚著作物を利用することが困難な
者の用に供するために必要と認められる限度において，当該視覚著作物
に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために
必要な方式により，複製し，又は自動公衆送信 (送信可能化を含む。) を
行うことができる。ただし，当該視覚著作物について，著作権者又はその
許諾を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその複
製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により，当該方式による公衆への
提供又は提示が行われている場合は，この限りでない。

「著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文」 (http://www.mext.go.jp/b_menu/
houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/23/1401718_004.pdf)
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(現行) 視覚障害者等のための複製等

第37条 [略]

2 [略]

3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者 (以下
この項 [略] において「視覚障害者等」という。) の福祉に関する事業を行う
者で政令で定めるものは，公表された著作物であって，視覚によりその表
現が認識される方式 ( [略] ) により公衆に提供され，又は提示されている
もの ( [略] 以下この項 [略] において「視覚著作物」という。) について，専ら
視覚障害者等で当該方式によっては当該視覚著作物を利用することが困
難な者の用に供するために必要と認められる限度において，当該視覚著
作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するた
めに必要な方式により，複製し，又は公衆送信を行うことができる。ただし，
当該視覚著作物について，著作権者又はその許諾を得た者若しくは第79
条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許
諾を得た者により，当該方式による公衆への提供又は提示が行われてい
る場合は，この限りでない。

「著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文」 (http://www.mext.go.jp/b_menu/
houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/23/1401718_004.pdf)
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障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律

● いわゆる「読書バリアフリー法」

● 令和元年6月28日施行

● 国及び地方公共団体の責務を明らかにし，視覚障害者等の読書環境
の整備を推進し，障害の有無にかかわらず全ての国民が文字・活字文
化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与する

● 大学図書館が関係する規定あり

● 著作権法の範囲を超えて著作権者の許諾を得ることなく著作物の利用
ができるような規定なし

「障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」
(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/s1001980321980.pdf)
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情報流通促進のための体制づくり

国公私立
大学図書館
協力委員会

国立
情報学
研究所 大学図書館と

国立情報学研究所
との

連携・協力
推進会議

大学図書館コンソーシアム
連合運営委員会

これからの学術情報システム
構築検討委員会

オープンアクセスリポジトリ
推進協会

シンポジウム
企画・運営委員会

大学図書館研究
編集委員会

大学図書館
著作権検討委員会


